
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
林
業
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
、
我
が

国
の
森
林
・
林
業
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
森
林
面
積
の
三
割
を
占
め
る
国
有
林
を
一
般
会
計
に
お
い

て
管
理
経
営
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
発
揮
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
森
林
・
林
業

の
再
生
、
そ
し
て
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
一
層
寄
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
復
興
に
向
け
、
海
岸
防
災
林
の
再
生
、
復
興
需
要
に
応
じ
た
木
材
の
安
定
供
給
、
地
域
雇
用
の

創
出
、
森
林
の
除
染
等
に
つ
い
て
、
国
有
林
野
事
業
の
組
織
・
技
術
・
資
源
の
積
極
的
な
活
用
に
努
め
る
こ
と
。

二

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
間
伐
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
に
向
け
た
木
材
・
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
拡
大
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
安
定
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
間
伐
材
の
活
用
や
公
共

建
築
物
に
お
け
る
木
材
利
用
の
促
進
な
ど
国
産
材
の
需
要
拡
大
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
。

三

森
林
・
林
業
の
再
生
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
施
業
の
集
約
化
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
、
効
率
的
な
路
網
整
備
、
こ
れ

ら
を
担
う
人
材
の
育
成
等
に
つ
い
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
・
森
林
組
合
・
林
業
事
業
体
・
森
林
所
有
者
等
が
相
互
の
連
携

を
深
め
な
が
ら
、
着
実
な
推
進
を
図
る
こ
と
。



四

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
た
め
、
水
源
林
の
保
全
や
森
林
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
地
籍
調
査
へ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。

五

最
近
の
山
地
災
害
の
頻
発
や
そ
の
被
害
の
増
加
を
踏
ま
え
、
治
山
事
業
の
確
実
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
予

算
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

六

ス
ギ
花
粉
症
が
都
市
部
を
中
心
に
社
会
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
少
花
粉
ス
ギ
等
の
開
発
・
普
及
、
苗

木
供
給
体
制
の
整
備
、
広
葉
樹
林
化
等
の
花
粉
発
生
源
対
策
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
。

七

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
が
承
継
す
る
債
務
の
円
滑
な
償
還
を
図
る
た
め
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
を
着
実
に
実

施
す
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業
の
一
層
効
率
的
な
運
営
に
取
り
組
む
こ
と
。

八

地
域
ご
と
の
木
材
価
格
や
需
給
動
向
を
把
握
・
分
析
し
、
価
格
安
定
に
向
け
て
供
給
調
整
を
図
る
こ
と
。

九

国
有
林
野
事
業
の
一
般
会
計
へ
の
円
滑
な
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
森
林
・
林
業
へ
の
支
援
及
び
国
有
林
の
有
す
る

公
益
的
機
能
の
維
持
・
増
進
の
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
現
場
管
理
の
実
情
を
踏
ま
え
た
適
正

な
定
員
規
模
等
の
確
保
・
組
織
体
制
の
構
築
、
人
材
の
確
保
、
技
術
の
継
承
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


